
●香川県警察本部告示第４号 

 平成12年香川県警察本部告示第23号（香川県警察の公印）の一部を次のように改正し、令和６年５月24日から施行する。 

令和６年５月24日 

香川県警察本部長  岡 本 慎 一 郎   

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

 略  香川県警察公印規程（平成12年香川県警察本部告示第22号。以下「規程」

という。）に規定する香川県警察の公印を、次のとおり公示する。 

(１) 略 (１) 規程第２条第１項の公印 

ア～カ 略 ア～カ 略 

  

  

キ 香川県高松北警察署長印 キ 香川県高松北警察署長印          略 

  

  

  

ク～フ 略 ク～フ 略 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

  

 

 


